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 この度は、当委員会の作成した啓発パンフレットをご活用いただき、誠にありがとうございます。

今後の啓発活動の参考とさせていただくため、アンケートへのご協力をお願い申し上げます。 

 ご記入いただきましたアンケートは、同封の返信用封筒(切手不要)に入れ、郵便ポストにご投函 

ください。また、地域コミュニティセンターへお届けいただくか、お近くの職員へお渡しいただい

ても結構です。 

 

 

 

学校名 
 

回答者名 
 

 

 

１．教材としての使用について 

問 1 教材としての使用状況についてお答えください。 

学年 
パンフレットを使用した授業 

(ホームルーム、道徳の授業等) 

学習時間 

(教材として使用した時間、時限数) 

 
    

 

 

問 2 教材使用の方法について、お聞きします。 

１． 授業（またはホームルーム等）で使用し、その時間中に回収した 

２． 宿題として使用し、後日回収した 

３． 授業（またはホームルーム等）で使用し、時間中に回収した後、 

家庭に持ち帰って家族にも見てもらうように促した 

４． 自由課題として、生徒に配布した 

５． その他（                                 ） 



問 3 教材の内容についてご意見を伺います。 

パンフレットは、男女共同参画に 

関する資料として役立ちましたか。 
１．役立った 

２．まあまあ役立

った 

３．あまり役立たなか

った 

４．役立たなか

った 

パンフレットの内容は、教材 

として十分な内容でしたか。 
１．よかった 

２．まあまあよか

った 

３．あまりよくなかっ

た 
４．よくなかった 

パンフレットの分量は、教材として 

使用するのに十分でしたか。 
１．よかった 

２．まあまあよか

った 

３．あまりよくなかっ

た 
４．よくなかった 

パンフレットの内容について、 

ご意見・ご要望等があれば 

ご記入ください。 

    

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2．男女共同参画に関する学び・意識について 

問 4 教材を使用した子どもたちの反応はいかがでしたか。 

(差し支えなければ、回答のコピーを 10 部程度ご一緒にお願い致します) 

 

 

 

 

 

 

 

問 5 子どもたちの「男女共同参画」に関する理解度について伺います。 

  ① パンフレットを教材に使用したことで、子どもたちの「男女共同参画」に関する理解度は 

    高まりましたか？ 

１． 高まった ２． やや高まった ３． あまり高まらなかった ４． 高まらなかった 

 

  ② ①の選択肢を選んだ理由を伺います。 

 

 

 

 

 

 

 

問 6 男女共同参画について学んだ前後で、子どもたちの他人との関わり方などに変化はありまし 

たか。 

  ① （   ある   ・   ない   ） 



  ② （①で「ある」と答えた学校のみ）具体的にどのような変化があったかお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．当委員会が実施する啓発活動について 

 都留市男女共同参画推進委員会では、地域への啓発活動として、啓発資料の作成やイベントへの

出展、パフォーマンスによる出前講座などを実施しています。今後の啓発活動に活かしていくため、

ご意見・ご要望などをお願い致します。 

 

問 7 当委員会で行う啓発活動について、今後希望されるものはありますか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 8 その他ご意見・ご要望等ありましたら、自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートへのご協力、誠にありがとうございました。 

いただいたご意見は、今後の啓発活動の参考とさせていただきます。 

１． 授業等で使用できる簡単な啓発資料 

２． ポスターや壁新聞等の啓発掲示 

３． 寸劇等パフォーマンスによる出前講座 

４． 委員会との交流会・意見交換会 

５． その他（                                        ） 



 

 

 

 

 

 

男女共同参画に関するキーワード 

 

都留市男女共同参画基本条例（平成 12年 3月施行） 

 都留市において、男女がお互いにそれぞれの人権を尊重しつつ、協力し合いその個性と能力

を十分に発揮できる男女共同参画社会づくりを進めるための指針として、平成 12年 3月に都留

市男女共同参画基本条例を制定しました。 

基本となる考え方として、５つの基本理念を定めています。 

 ①男女の人権の尊重         ②社会における制度又は慣行についての配慮 

 ③政策等の立案及び決定への共同参画 ④家庭生活における活動と他の活動の両立 

 ⑤国際的協調 

 

第 3期都留市男女共同参画推進計画（平成 28年度～平成 38年度） 

本計画は、男女が互いにその人権を尊重しながら、責任も分かち合い、性別にかかわりなくそ

の個性と能力を十分発揮し、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動に

参画する機会が確保される男女共同参画の実現を目指しています。また、以下の基本目標に沿

って、取り組みを推進します。 

 ①「男女共同参画」が当たり前になる意識  ②女性が輝く活力あふれた社会 

 ③男女ともに自由な選択ができる社会    ④男女ともに責任と権利を分かち合う社会 

 ⑤様々な主体が連携し協力する社会 

 

ジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap Index：GGI） 

 世界経済フォーラム（World Economic Forum）が毎年公表する「The Global Gender Gap Report」

において発表される、各国の男女格差を測る指数です。この指数は、経済、教育、政治、保健の

4つの分野から作成され、世界 144か国のデータがランキングで発表されます。日本は、2016年

全 144か国中 111位となっています。（内閣府「共同参画」No,97.2017.1） 
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